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主な記事 １面・日帰りバスツアー　　　　　３面・インボイス制度対策セミナー
２面・時間外労働の上限規制　　　４面・国保だより
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「蓼科湖」にて 2号車（蒲田発）の皆さん

「信州の絶景＆温泉・秋満喫日帰りバスツアー」を
　　　　　開催しました！ 2023年11月2日（木）

　4年振りとなる研修旅行（日帰りバスツアー）が2023年11月2日（木）
に開催されました。会員の皆様52名が参加され、女優の吉永小百合さんが
出演したシャープ「AQUOS」のテレビCMで一躍人気になった「御射鹿池
（長野県茅野市）」を見学し、紅葉に染まった風景を堪能しました。

【旅 程】
（集合）市谷田町発・蒲田発→（観光）奥蓼科御射鹿池→（昼食）横谷温泉旅館
→（観光）道の駅ビーナスライン蓼科湖→（解散）市谷田町着・蒲田着 長野県PRキャラクター「アルクマ」

©長野県アルクマ

一般社団法人
東京建設職能組合連合会

http ://www.kenshoku.or.jp
メール :info@kenshoku.or.jp
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建 設 職 能 第１８２号

制度説明をする外崎顧問税理士

建設業の事業主の皆さまへ

平成31年 4月1日、改正労働基準法が施行されました。

時間外労働の上限規制

令和6年4月1日から
時間外労働の上限規制が
適用されます

時間外労働・休日労働をさせるためには、
36協定の締結・監督署への届出が必要です。

建設業においても、時間外労働の上限が原
則付きで法律に規定されます。

（令和6年4月1日～）
　これまで、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の
基準（大臣告示）は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日
以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

　また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）
でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
　・時間外労働が年720時間以内
　・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
　・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」
「4か月平均」「5か月平均」「6 か月平均」が全て1か月当たり
80時間以内

　・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

　上記に違反した場合には、罰則（6か月以下の懲役または30万円
以下の罰金）が科されるおそれがあります。

（一社）東京建設職能組合連合会主催
「外崎顧問税理士によるインボイス制度対策セミナー」開催

２０２３年（令和５年）１１月2４日（金）

　2023年 9 月29日（金）に建設職能会館にて
「外崎顧問税理士によるインボイス制度対策セミ
ナー」を開催しました。

　当日は17名の会員の方々が参加し、10月1日
からスタートした「インボイス制度」を理解する
貴重なセミナーとなりました。

　【今回のセミナーのテーマ】
①2023年10月1日スタート「インボイス制度」と

は?
②自分は「インボイス制度」に登録すべき？
③免税事業者（一人親方）を使用する場合の注意点

（写真左・中央）近藤さん・竹本さん（東調布建築組合）

「支部組合との情報交換会」　 ～　東調布建築組合　～
　2023年10月 3 日（火）に連合会事務
所にて、東調布建築組合事務局の方々と
「労災に関する情報交換会」を行いました。
　お互いの労災事故に対する対応や年度
更新の仕方などを共有したり、連合会で
使用している「労災ソフト」を紹介し実際
に操作して体験をしていただきました。
　また労災に限らず様々なお話をするこ
とができ、大変貴重な時間となりました。

11時～

1部
特別講演会

12時30分ごろ～

2部
懇 親 会

日　時：令和6年１月30日（火）　11時　開始
場　所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）　 会　費：8,000円（税込）

テーマ　代謝力アップで元気なカラダを手に入れる!
～　食べて健康になる方法　～

浅野　まみこ　先生 管理栄養士・食生活コンサルタント
（株）エビータ　代表取締役

食事パーティー（ビュッフェ形式）
新年を祝う「美味しいお料理とお酒」　　■椅子とテーブルをご用意して

おります。
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労働時間・休日に関する原則

法律で定められた労働時間の限度

1日8時間及び1週40時間

法律で定められた休日

毎週少なくとも1回

これを超えるには、

36協定の締結・届出が必要です。
（様式第9号の4）

時間外労働の上限規制
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建 設 職 能 第１８２号２０２３年（令和５年）１１月2４日（金）

国保組合事務局
ＴＥＬ　03－3260－6441
ＦＡＸ　03－3260－7534

建設職能国保

国
保
だ
よ
り

《加入者数》
2,082人組合員

2,160人家　族

132人後期高齢
者組合員

4,374人計
（2023年 9月末現在）

法人化を検討されている事業主様
法人事業所は健康保険の適用除外申請が必要です

　法人事業所または従業員を常時5人以上雇用する個人事業所は、社会保険（健康保険と厚生年金）の強制適用となり
ます。
　ただし、すでに職能国保に加入している個人事業所が、法人になった日等から14日以内に年金事務所へ健康保険
適用除外（厚生年金保険被保険者取得届は5日以内）を申請、承認を受けることにより職能国保に残ることができます。
　健康保険の適用除外が認められない場合は、全国健康保険協会管掌健康保険が適用されますので、法人化を検討さ
れている方は、当組合へご相談ください。年金事務所への届出が法人になった日等から14日を超えたときは、健康
保険の適用除外が認められず職能国保には残れません。必ず、期限内の申請が必要になります。

職能国保のホームページを是非ご活用ください！
　最新のお知らせ等を随時、ご案内しております。新たに
「健康サポート」のコンテンツを作成し、健康に関する情報
を掲載しておりますので、是非ご覧ください。

がん郵送検診の
申込期限について

　20歳以上の女性の方には直接
当組合から、40歳から74歳の方
には特定健診の受診券と共に送
付しておりました大腸がん・子
宮頸がんの申込期限が、

2023年12月31日
投函分まで

となっております。
お早めのお申し込みをお願い致
します。

適用除外手続きの流れ

健康保険適用除外承認申請書に
必要事項を記載し、職能国保へ

健康保険適用除外
承認申請書に証明
してお返しします

健康保険適用除外承認申請書と
その他必要書類を年金事務所へ

申請が承認されると健康
保険適用除外承認証が交
付されます

健康保険適用除外承認証写し
（年金事務所承認印のあるもの）
を職能国保へ

法人事業所

職能国保 年金事務所

東京建設職能国民健康保険組合　ホームページ
URL : https ://www.kenshoku-kokuho.or.jp

保険料の納入は期日までにご協力をお願いします

対象接種期間

補助金額

（小学校 6年生以下の子が 2回接種し、
2回分を同時に申請した場合は
4,000円を限度）
※経鼻インフルエンザワクチンは
助成の対象となりません

届出は必ず
14日以内にお願いします

次のようなときは、所属する支部組
合へ必ず届出をしてください。

　・子供が生まれたとき
　・他の健康保険をやめたとき等

　・死亡したとき
　・他の健康保険に入ったとき等

　・引越し等で住所が変わったとき等
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インフルエンザ予防接種者に
対する助成のご案内

世
田
谷
中
小
建
設
業
協
会

福
田
　
友
郎

持
丸
　
純
也

川
上
　
行
男

一
般
社
団
法
人

名
越
　
　
実

榎
本
　
好
男

（
理
事
）

宮
﨑
　
　
肇

黒
坂
美
喜
雄

1

12

2

3

3 4

4
5

5

令和５年１０月１日～
令和６年３月３１日

２,０００円を限度

【国保に入る場合】

【国保をやめる場合】

【その他の場合】


